
▶人事課　☎23‐7404

　市役所職員の給与は、職務の内容、民間との比較、国家公務員や
他市町村とのバランスを図りながら、条例で定められています。

職員数
（A）

給与費 １人当たりの
給与費（B/A）給料 期末・勤勉手当 その他手当 計（B）

627 人 23 億 2,824 万 4 千円 9 億 3,640 万円 6 億 494 万 8 千円 38 億 6,959 万 2 千円 617 万 2 千円

◦職員給与費（令和３年度普通会計決算）

※一般職の職員の給与で、特別職の給与は含みません。／職員数は、令和 3 年 4 月1 日現在です。／その他手当には、退職手当を含みません。

◦職員の平均年齢および平均給料月額・平均給与月額（令和 4 年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

田原市 42.3 歳 32 万 4,600 円 36 万 9,531 円 54.7 歳 28 万 9,100 円 31 万 3,785 円

国 42.7 歳 32 万 3,711 円 40 万 5,049 円 51.1 歳 28 万 6,570 円 32 万 8,416 円

【参考】東三河５市平均 40.6 歳 32 万        8 円 36 万 252 円 50.3 歳 29 万 4,128 円 31 万 9,943 円
※数値は、令和４年度給与実態調査の数値によるものです。
※一般行政職とは、医療・税務・教育・消防・労務・企業・福祉職以外の一般の事務・技術業務に携わる職員です。
※「平均給与月額」とは、毎月支払われる給与（給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当）の平均です。
※東三河５市平均は、「市町村行財政のあらまし」および各市 HP での公表データなどから算出しています。

◦退職手当（令和 4 年４月１日現在）

区分 自己都合 勧奨・定年
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2％～ 45％加算）

一人当たりの
平均支給額 246 万 5 千円 2,037 万 2 千円

※退職手当「一人当たりの平均支給額」は、令和３年度中に退職した全職員に
支給された額の平均です。

※最高限度額およびその他加算措置は、国と同じです。

◦特別職の報酬など（令和４年４月１日現在）

区分 職名 給料月額など 期末手当 

給料

市長    93万円 　

令和4年度支給割合
年間3.25月分副市長 76万円

教育長 69万円

報酬

議長 50万円

令和4年度支給割合
年間3.25月分副議長 43万円

議員 39万円

区分
一般行政職 技能労務職

高校卒 大学卒 高校卒

田原市 15 万　600 円 18 万2,200 円 14 万7,900円

◦職員の初任給（令和４年４月１日現在）

※職員の初任給は、国と同じです。
※令和４年１２月の給与改正前の数値です。

区分 期末手当 勤勉手当
令和４年度支給割合 2.40 月分 1.90 月分

◦期末・勤勉手当（令和４年４月１日現在）

※支給割合は、国と同じです。
※令和４年１２月の給与改正前の数値です。

※令和４年１２月の給与改正前の数値です。

市職員市職員のの給与給与などの状況を公開しますなどの状況を公開します
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